
栃木県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について  

 

 

栃木県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年栃木県指令市町村第

８６４号）第８条第１項の規定により、広域連合議会議員の選挙を執行

する。 

 

 

令和８年６月１日 

 

 

那須町議会議長 齋 藤 則 人    

 

 

１ 栃木県後期高齢者医療広域連合議会議員 １人 


